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1
 【

最
近

の
労

働
時

間
と

支
給

額
】
毎

月
の

給
与

等
支

給
に

つ
い

て
１

記
入

対
象

期
間

　
令

和
元

年
9
月

1
日

～
9
月

3
0
日

（
法

定
福

利
費

納
付

1
0
月

）
※

給
与

計
算

の
締

め
日

が
月

末
で

な
い

場
合

は
、

令
和

元
年

9
月

1
日

を
含

む
給

与
計

算
期

間
に

つ
い

て
ご

記
入

下
さ

い
。

例
）
毎

月
2
0
日

締
め

の
場

合
 令

和
元

年
8
月

2
1
日

～
9
月

2
0
日

こ
の

場
合

、
該

当
す

る
給

与
計

算
期

間
を

ご
回

答
下

さ
い

。
→

令
和

元
年

月
日

　
～

月
日

※
対

象
者

、
対

象
支

給
が

な
い

場
合

は
該

当
欄

を
空

欄
に

せ
ず

「
0
」
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
２

．
１

ヶ
月

間
の

３
．

１
ヶ

月
間

の
延

べ
実

労
働

時
間

数
４

．
１

ヶ
月

間
に

支
給

さ
れ

る
給

与
等

金
額

延
べ

出
勤

日
数

※
賞

与
等

は
含

み
ま

せ
ん

。
所

定
内

労
働

時
間

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

で
定

め
ら

れ
た

正
規

の
始

業
時

刻
と

終
業

時
刻

の
間

の
実

労
働

時
間

所
定

外
労

働
時

間
早

出
、

残
業

、
臨

時
の

呼
出

、
休

日
出

勤
等

の
実

労
働

時
間

数

合
計

（
=
4
a+

4
b+

4
c
）

4
a 

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

（
税

引
前

）
（
註

３
）

4
b 

退
職

金
目

的
の

積
み

立
て

4
c
 法

定
福

利
費

の
事

業
主

負
担

分
（
註

４
）

※
該

当
す

る
方

の
人

数
※

該
当

す
る

方
全

員
の

1
ヶ

月
間

の
出

勤
日

数
合

計

※
該

当
す

る
方

全
員

の
1
ヶ

月
間

の
所

定
内

労
働

時
間

合
計

※
該

当
す

る
方

全
員

の
1
ヶ

月
間

の
所

定
外

労
働

時
間

合
計

単
位

：
人

単
位

：
日

単
位

：
時

間
単

位
：
時

間
単

位
：
円

単
位

：
円

単
位

：
円

単
位

：
円

１
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
以

上
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
１

－
１

～
１

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
１

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

１
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
１

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
未

満
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
２

－
１

～
２

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
２

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

２
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
２

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

註
１

　
経

営
・
事

務
専

従
の

方
は

含
み

ま
せ

ん
。

註
２

　
座

位
保

持
装

置
事

業
と

車
椅

子
・
電

動
車

椅
子

事
業

と
の

間
で

、
切

り
分

け
が

困
難

な
場

合
は

、
こ

れ
ら

事
業

を
含

め
た

数
値

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

１
．

.該
当

す
る

経
営

者
・
従

業
員

の
数

※
該

当
す

る
方

全
員

の
支

給
額

の
合

計
値

註
３

　
き

ま
っ

て
支

給
す

る
給

与
：
　

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

に
よ

っ
て

あ
ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
て

い
る

支
給

条
件

、
算

定
方

法
に

よ
っ

て
支

給
さ

れ
る

給
与

で
、

い
わ

ゆ
る

基
本

給
、

家
族

手
当

、
超

過
労

働
手

当
を

含
む

。
註

４
　

法
定

福
利

費
の

事
業

主
負

担
分

：
　

健
康

保
険

料
（
介

護
保

険
料

を
含

む
）
、

厚
生

年
金

保
険

料
（
子

ど
も

・
子

育
て

拠
出

金
を

含
む

）
、

労
災

保
険

料
、

雇
用

保
険

料
の

事
業

主
負

担
分

の
金

額
を

お
書

き
く
だ

さ
い

。

1
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2
 【

最
近

の
労

働
時

間
と

支
給

額
】
毎

月
の

給
与

等
支

給
に

つ
い

て
２

記
入

対
象

期
間

　
令

和
元

年
1
0
月

1
日

～
1
0
月

3
1
日

（
法

定
福

利
費

納
付

1
1
月

）
※

給
与

計
算

の
締

め
日

が
月

末
で

な
い

場
合

は
、

令
和

元
年

1
0
月

1
日

を
含

む
給

与
計

算
期

間
に

つ
い

て
ご

記
入

下
さ

い
。

例
）
毎

月
2
0
日

締
め

の
場

合
 令

和
元

年
9
月

2
1
日

～
1
0
月

2
0
日

　
こ

の
場

合
、

該
当

す
る

給
与

計
算

期
間

を
ご

回
答

下
さ

い
。

→
令

和
元

年
月

日
　

～
月

日

※
対

象
者

、
対

象
支

給
が

な
い

場
合

は
該

当
欄

を
空

欄
に

せ
ず

「
0
」
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
２

．
１

ヶ
月

間
の

３
．

１
ヶ

月
間

の
延

べ
実

労
働

時
間

数
４

．
１

ヶ
月

間
に

支
給

さ
れ

る
給

与
等

金
額

延
べ

出
勤

日
数

※
賞

与
等

は
含

み
ま

せ
ん

。
所

定
内

労
働

時
間

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

で
定

め
ら

れ
た

正
規

の
始

業
時

刻
と

終
業

時
刻

の
間

の
実

労
働

時
間

所
定

外
労

働
時

間
早

出
、

残
業

、
臨

時
の

呼
出

、
休

日
出

勤
等

の
実

労
働

時
間

数

合
計

（
=
4
a+

4
b+

4
c
）

4
a 

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

（
税

引
前

）
（
註

３
）

4
b 

退
職

金
目

的
の

積
み

立
て

4
c
 法

定
福

利
費

の
事

業
主

負
担

分
（
註

４
）

※
該

当
す

る
方

の
人

数
※

該
当

す
る

方
全

員
の

1
ヶ

月
間

の
出

勤
日

数
合

計

※
該

当
す

る
方

全
員

の
1
ヶ

月
間

の
所

定
内

労
働

時
間

合
計

※
該

当
す

る
方

全
員

の
1
ヶ

月
間

の
所

定
外

労
働

時
間

合
計

単
位

：
人

単
位

：
日

単
位

：
時

間
単

位
：
時

間
単

位
：
円

単
位

：
円

単
位

：
円

単
位

：
円

１
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
以

上
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
１

－
１

～
１

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
１

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

１
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
１

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
未

満
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
２

－
１

～
２

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
２

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

２
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
２

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

註
１

　
経

営
・
事

務
専

従
の

方
は

含
み

ま
せ

ん
。

註
２

　
座

位
保

持
装

置
事

業
と

車
椅

子
・
電

動
車

椅
子

事
業

と
の

間
で

、
切

り
分

け
が

困
難

な
場

合
は

、
こ

れ
ら

事
業

を
含

め
た

数
値

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

１
．

.該
当

す
る

経
営

者
・
従

業
員

の
数

※
該

当
す

る
方

全
員

の
支

給
額

の
合

計
値

註
３

　
き

ま
っ

て
支

給
す

る
給

与
：
　

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

に
よ

っ
て

あ
ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
て

い
る

支
給

条
件

、
算

定
方

法
に

よ
っ

て
支

給
さ

れ
る

給
与

で
、

い
わ

ゆ
る

基
本

給
、

家
族

手
当

、
超

過
労

働
手

当
を

含
む

。
註

４
　

法
定

福
利

費
の

事
業

主
負

担
分

：
　

健
康

保
険

料
（
介

護
保

険
料

を
含

む
）
、

厚
生

年
金

保
険

料
（
子

ど
も

・
子

育
て

拠
出

金
を

含
む

）
、

労
災

保
険

料
、

雇
用

保
険

料
の

事
業

主
負

担
分

の
金

額
を

お
書

き
く
だ

さ
い

。

2



●
I-

3
 【

最
近

の
特

別
給

与
】
特

別
に

支
払

わ
れ

た
給

与
（
特

別
給

与
）
に

つ
い

て
●

各
種

社
会

保
険

適
用

の
有

無
記

入
対

象
期

間
　

平
成

3
0
年

1
0
月

1
日

を
含

む
貴

事
業

所
の

会
計

期
間

　
例

）
　

会
計

期
間

が
 1

月
1
日

～
1
2
月

3
1
日

の
事

業
所

の
場

合
　

→
　

記
入

対
象

期
間

は
平

成
3
0
年

 1
月

 1
日

～
平

成
3
0
年

1
2
月

3
1
日

　
　

　
　

 会
計

期
間

が
 4

月
1
日

～
 3

月
3
1
日

の
事

業
所

の
場

合
　

→
　

記
入

対
象

期
間

は
平

成
3
0
年

 4
月

 1
日

～
平

成
3
1
年

 3
月

3
1
日

　
　

　
　

 会
計

期
間

が
1
0
月

1
日

～
 9

月
3
0
日

の
事

業
所

の
場

合
　

→
　

記
入

対
象

期
間

は
平

成
3
0
年

1
0
月

 1
日

～
令

和
元

年
 9

月
3
0
日

　
　

健
康

保
険

（
介

護
保

険
を

含
む

）
会

計
期

間
の

開
始

月
日

月
日

　
　

厚
生

年
金

保
険

※
対

象
者

、
対

象
支

給
が

な
い

場
合

は
該

当
欄

を
空

欄
に

せ
ず

「
0
」
を

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

　
　

労
災

保
険

２
．

支
給

さ
れ

た
特

別
給

与
等

金
額

　
　

雇
用

保
険

合
計

（
=
2
a+

2
b）

2
a 

特
別

に
支

払
わ

れ
た

給
与

（
税

引
前

）
（
註

３
）

2
b 

法
定

福
利

費
の

事
業

主
負

担
分

（
註

４
）

※
該

当
す

る
方

の
人

数

単
位

：
人

単
位

：
円

単
位

：
円

単
位

：
円

１
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
以

上
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
１

－
１

～
１

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
１

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

１
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
１

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
未

満
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
２

－
１

～
２

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
２

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

２
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
２

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

註
１

　
経

営
・
事

務
専

従
の

方
は

含
み

ま
せ

ん
。

註
２

　
座

位
保

持
装

置
事

業
と

車
い

す
事

業
と

の
間

で
、

切
り

分
け

が
困

難
な

場
合

は
、

車
い

す
事

業
を

含
め

た
数

値
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

１
．

支
給

対
象

に
.該

当
す

る 経
営

者
・
従

業
員

の
数

※
該

当
す

る
方

全
員

の
支

給
額

の
合

計
値

註
３

　
特

別
に

支
払

わ
れ

た
給

与
：
　

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

に
よ

ら
ず

、
一

時
的

又
は

突
発

的
事

由
に

基
づ

き
労

働
者

に
支

払
わ

れ
た

給
与

又
は

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

に
よ

り
あ

ら
か

じ
め

支
給

条
件

、
算

定
方

法
が

定
め

ら
れ

て
い

る
給

与
で

以
下

に
該

当
す

る
も

の
。

（
１

）
夏

冬
の

賞
与

、
期

末
手

当
等

の
一

時
金

　
　

（
２

）
支

給
事

由
の

発
生

が
不

定
期

な
も

の
（
３

）
３

か
月

を
超

え
る

期
間

で
算

定
さ

れ
る

手
当

等
（
６

か
月

分
支

払
わ

れ
る

通
勤

手
当

等
）
　

　
（
４

）
い

わ
ゆ

る
ベ

ー
ス

ア
ッ

プ
の

差
額

追
給

分

註
４

　
法

定
福

利
費

の
事

業
主

負
担

分
：
　

健
康

保
険

料
（
介

護
保

険
料

を
含

む
）
、

厚
生

年
金

保
険

料
（
子

ど
も

・
子

育
て

拠
出

金
を

含
む

）
、

労
災

保
険

料
、

雇
用

保
険

料
の

事
業

主
負

担
分

の
金

額
を

お
書

き
く
だ

さ
い

。

　
下

記
の

社
会

保
険

の
な

か
で

事
業

所
で

保
険

料
を

支
払

っ
て

い
ら

っ
し

ゃ
る

も
の

に
○

印
を

、
支

払
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

ら
な

い
も

の
に

×
印

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

3



●
II
-
1
 【

比
較

対
象

時
点

の
労

働
時

間
と

支
給

額
】
毎

月
の

給
与

等
支

給
に

つ
い

て
１

記
入

対
象

期
間

　
平

成
2
9
年

9
月

1
日

～
9
月

3
0
日

（
法

定
福

利
費

納
付

1
0
月

）
※

給
与

計
算

の
締

め
日

が
月

末
で

な
い

場
合

は
、

平
成

2
9
年

9
月

1
日

を
含

む
給

与
計

算
期

間
に

つ
い

て
ご

記
入

下
さ

い
。

例
）
毎

月
2
0
日

締
め

の
場

合
 平

成
2
9
年

8
月

2
1
日

～
9
月

2
0
日

　
こ

の
場

合
、

該
当

す
る

給
与

計
算

期
間

を
ご

回
答

下
さ

い
。

→
平

成
2
9
年

月
日

　
～

月
日

※
対

象
者

、
対

象
支

給
が

な
い

場
合

は
該

当
欄

を
空

欄
に

せ
ず

「
0
」
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
２

．
１

ヶ
月

間
の

３
．

１
ヶ

月
間

の
延

べ
実

労
働

時
間

数
４

．
１

ヶ
月

間
に

支
給

さ
れ

る
給

与
等

金
額

延
べ

出
勤

日
数

※
賞

与
等

は
含

み
ま

せ
ん

。
所

定
内

労
働

時
間

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

で
定

め
ら

れ
た

正
規

の
始

業
時

刻
と

終
業

時
刻

の
間

の
実

労
働

時
間

所
定

外
労

働
時

間
早

出
、

残
業

、
臨

時
の

呼
出

、
休

日
出

勤
等

の
実

労
働

時
間

数

合
計

（
=
4
a+

4
b+

4
c
）

4
a 

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

（
税

引
前

）
（
註

３
）

4
b 

退
職

金
目

的
の

積
み

立
て

4
c
 法

定
福

利
費

の
事

業
主

負
担

分
（
註

４
）

※
該

当
す

る
方

の
人

数
※

該
当

す
る

方
全

員
の

1
ヶ

月
間

の
出

勤
日

数
合

計

※
該

当
す

る
方

全
員

の
1
ヶ

月
間

の
所

定
内

労
働

時
間

合
計

※
該

当
す

る
方

全
員

の
1
ヶ

月
間

の
所

定
外

労
働

時
間

合
計

単
位

：
人

単
位

：
日

単
位

：
時

間
単

位
：
時

間
単

位
：
円

単
位

：
円

単
位

：
円

単
位

：
円

１
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
以

上
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
１

－
１

～
１

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
１

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

１
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
１

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
未

満
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
２

－
１

～
２

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
２

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

２
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
２

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

註
１

　
経

営
・
事

務
専

従
の

方
は

含
み

ま
せ

ん
。

註
２

　
座

位
保

持
装

置
事

業
と

車
椅

子
・
電

動
車

椅
子

事
業

と
の

間
で

、
切

り
分

け
が

困
難

な
場

合
は

、
こ

れ
ら

事
業

を
含

め
た

数
値

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

１
．

.該
当

す
る

経
営

者
・
従

業
員

の
数

※
該

当
す

る
方

全
員

の
支

給
額

の
合

計
値

註
３

　
き

ま
っ

て
支

給
す

る
給

与
：
　

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

に
よ

っ
て

あ
ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
て

い
る

支
給

条
件

、
算

定
方

法
に

よ
っ

て
支

給
さ

れ
る

給
与

で
、

い
わ

ゆ
る

基
本

給
、

家
族

手
当

、
超

過
労

働
手

当
を

含
む

。
註

４
　

法
定

福
利

費
の

事
業

主
負

担
分

：
　

健
康

保
険

料
（
介

護
保

険
料

を
含

む
）
、

厚
生

年
金

保
険

料
（
子

ど
も

・
子

育
て

拠
出

金
を

含
む

）
、

労
災

保
険

料
、

雇
用

保
険

料
の

事
業

主
負

担
分

の
金

額
を

お
書

き
く
だ

さ
い

。

4



●
II
-
2
 【

比
較

対
象

時
点

の
労

働
時

間
と

支
給

額
】
毎

月
の

給
与

等
支

給
に

つ
い

て
２

記
入

対
象

期
間

　
平

成
2
9
年

1
0
月

1
日

～
1
0
月

3
1
日

（
法

定
福

利
費

納
付

1
1
月

）
※

給
与

計
算

の
締

め
日

が
月

末
で

な
い

場
合

は
、

平
成

2
9
年

1
0
月

1
日

を
含

む
給

与
計

算
期

間
に

つ
い

て
ご

記
入

下
さ

い
。

例
）
毎

月
2
0
日

締
め

の
場

合
 平

成
2
9
年

9
月

2
1
日

～
1
0
月

2
0
日

　
こ

の
場

合
、

該
当

す
る

給
与

計
算

期
間

を
ご

回
答

下
さ

い
。

→
平

成
2
9
年

月
日

　
～

月
日

※
対

象
者

、
対

象
支

給
が

な
い

場
合

は
該

当
欄

を
空

欄
に

せ
ず

「
0
」
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
２

．
１

ヶ
月

間
の

３
．

１
ヶ

月
間

の
延

べ
実

労
働

時
間

数
４

．
１

ヶ
月

間
に

支
給

さ
れ

る
給

与
等

金
額

延
べ

出
勤

日
数

※
賞

与
等

は
含

み
ま

せ
ん

。
所

定
内

労
働

時
間

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

で
定

め
ら

れ
た

正
規

の
始

業
時

刻
と

終
業

時
刻

の
間

の
実

労
働

時
間

所
定

外
労

働
時

間
早

出
、

残
業

、
臨

時
の

呼
出

、
休

日
出

勤
等

の
実

労
働

時
間

数

合
計

（
=
4
a+

4
b+

4
c
）

4
a 

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

（
税

引
前

）
（
註

３
）

4
b 

退
職

金
目

的
の

積
み

立
て

4
c
 法

定
福

利
費

の
事

業
主

負
担

分
（
註

４
）

※
該

当
す

る
方

の
人

数
※

該
当

す
る

方
全

員
の

1
ヶ

月
間

の
出

勤
日

数
合

計

※
該

当
す

る
方

全
員

の
1
ヶ

月
間

の
所

定
内

労
働

時
間

合
計

※
該

当
す

る
方

全
員

の
1
ヶ

月
間

の
所

定
外

労
働

時
間

合
計

単
位

：
人

単
位

：
日

単
位

：
時

間
単

位
：
時

間
単

位
：
円

単
位

：
円

単
位

：
円

単
位

：
円

１
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
以

上
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
１

－
１

～
１

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
１

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

１
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
１

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
未

満
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
２

－
１

～
２

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
２

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

２
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
２

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

註
１

　
経

営
・
事

務
専

従
の

方
は

含
み

ま
せ

ん
。

註
２

　
座

位
保

持
装

置
事

業
と

車
椅

子
・
電

動
車

椅
子

事
業

と
の

間
で

、
切

り
分

け
が

困
難

な
場

合
は

、
こ

れ
ら

事
業

を
含

め
た

数
値

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

１
．

.該
当

す
る

経
営

者
・
従

業
員

の
数

※
該

当
す

る
方

全
員

の
支

給
額

の
合

計
値

註
３

　
き

ま
っ

て
支

給
す

る
給

与
：
　

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

に
よ

っ
て

あ
ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
て

い
る

支
給

条
件

、
算

定
方

法
に

よ
っ

て
支

給
さ

れ
る

給
与

で
、

い
わ

ゆ
る

基
本

給
、

家
族

手
当

、
超

過
労

働
手

当
を

含
む

。
註

４
　

法
定

福
利

費
の

事
業

主
負

担
分

：
　

健
康

保
険

料
（
介

護
保

険
料

を
含

む
）
、

厚
生

年
金

保
険

料
（
子

ど
も

・
子

育
て

拠
出

金
を

含
む

）
、

労
災

保
険

料
、

雇
用

保
険

料
の

事
業

主
負

担
分

の
金

額
を

お
書

き
く
だ

さ
い

。
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●
II
-
3
 【

比
較

対
象

時
点

の
特

別
給

与
】
特

別
に

支
払

わ
れ

た
給

与
（
特

別
給

与
）
に

つ
い

て
記

入
対

象
期

間
　

平
成

2
8
年

1
0
月

1
日

を
含

む
貴

事
業

所
の

会
計

期
間

　
例

）
　

会
計

期
間

が
 1

月
1
日

～
1
2
月

3
1
日

の
事

業
所

の
場

合
　

→
　

記
入

対
象

期
間

は
平

成
2
8
年

 1
月

 1
日

～
平

成
2
8
年

1
2
月

3
1
日

　
　

　
　

 会
計

期
間

が
 4

月
1
日

～
 3

月
3
1
日

の
事

業
所

の
場

合
　

→
　

記
入

対
象

期
間

は
平

成
2
8
年

 4
月

1
日

～
平

成
2
9
年

 3
月

3
1
日

　
　

　
　

 会
計

期
間

が
1
0
月

1
日

～
 9

月
3
0
日

の
事

業
所

の
場

合
　

→
　

記
入

対
象

期
間

は
平

成
2
8
年

1
0
月

1
日

～
平

成
2
9
年

 9
月

3
0
日

会
計

期
間

の
開

始
月

日
月

日
※

対
象

者
、

対
象

支
給

が
な

い
場

合
は

該
当

欄
を

空
欄

に
せ

ず
「
0
」
を

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

２
．

支
給

さ
れ

た
特

別
給

与
等

金
額

合
計

（
=
2
a+

2
b）

2
a 

特
別

に
支

払
わ

れ
た

給
与

（
税

引
前

）
（
註

３
）

2
b 

法
定

福
利

費
の

事
業

主
負

担
分

（
註

４
）

※
該

当
す

る
方

の
人

数

単
位

：
人

単
位

：
円

単
位

：
円

単
位

：
円

１
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
以

上
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
１

－
１

～
１

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
１

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

１
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
１

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
未

満
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
２

－
１

～
２

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
２

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

２
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
２

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

註
１

　
経

営
・
事

務
専

従
の

方
は

含
み

ま
せ

ん
。

註
２

　
座

位
保

持
装

置
事

業
と

車
い

す
事

業
と

の
間

で
、

切
り

分
け

が
困

難
な

場
合

は
、

車
い

す
事

業
を

含
め

た
数

値
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

１
．

支
給

対
象

に
.該

当
す

る 経
営

者
・
従

業
員

の
数

※
該

当
す

る
方

全
員

の
支

給
額

の
合

計
値

註
３

　
特

別
に

支
払

わ
れ

た
給

与
：
　

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

に
よ

ら
ず

、
一

時
的

又
は

突
発

的
事

由
に

基
づ

き
労

働
者

に
支

払
わ

れ
た

給
与

又
は

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

に
よ

り
あ

ら
か

じ
め

支
給

条
件

、
算

定
方

法
が

定
め

ら
れ

て
い

る
給

与
で

以
下

に
該

当
す

る
も

の
。

（
１

）
夏

冬
の

賞
与

、
期

末
手

当
等

の
一

時
金

　
　

（
２

）
支

給
事

由
の

発
生

が
不

定
期

な
も

の
（
３

）
３

か
月

を
超

え
る

期
間

で
算

定
さ

れ
る

手
当

等
（
６

か
月

分
支

払
わ

れ
る

通
勤

手
当

等
）
　

　
（
４

）
い

わ
ゆ

る
ベ

ー
ス

ア
ッ

プ
の

差
額

追
給

分

註
４

　
法

定
福

利
費

の
事

業
主

負
担

分
：
　

健
康

保
険

料
（
介

護
保

険
料

を
含

む
）
、

厚
生

年
金

保
険

料
（
子

ど
も

・
子

育
て

拠
出

金
を

含
む

）
、

労
災

保
険

料
、

雇
用

保
険

料
の

事
業

主
負

担
分

の
金

額
を

お
書

き
く
だ

さ
い

。
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●
III

 収
支

に
つ

い
て

＜
収

益
＞

過
去

3
年

（
3
会

計
年

度
）
に

か
か

る
収

益
（
売

上
等

）
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
も

し
可

能
で

し
た

ら
内

訳
に

つ
い

て
も

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
該

当
す

る
収

益
等

が
生

じ
な

か
っ

た
項

目
に

つ
い

て
は

、
空

欄
に

せ
ず

「
0
」
千

円
、

「
0
」
件

と
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

平
成

3
0
年

1
0
月

1
日

を
含

む
会

計
期

間
平

成
2
9
年

1
0
月

1
日

を
含

む
会

計
期

間
平

成
2
8
年

1
0
月

1
日

を
含

む
会

計
期

間
＜

収
益

＞
　

※
売

上
に

つ
い

て
の

設
問

で
す

（
「
利

益
」
で

は
な

く
「
収

益
」
（
売

上
）
の

設
問

で
あ

る
点

、
ご

注
意

く
だ

さ
い

。
）

１
．

営
業

収
益

[営
業

収
益

」
：
　

事
業

で
の

売
上

高
の

合
計

額
（
純

売
上

高
）
を

お
書

き
下

さ
い

。
１

．
営

業
収

益
（
合

計
）

千
円

千
円

千
円

（
内

訳
の

う
ち

、
義

肢
・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
の

売
り

上
げ

が
分

類
可

能
な

場
合

は
、

１
－

１
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
そ

の
他

の
売

上
が

あ
る

場
合

、
１

－
１

の
合

計
は

上
の

「
１

．
営

業
収

益
（
合

計
）
」
と

一
致

し
ま

せ
ん

）
１

－
１

　
補

装
具

関
連

福
祉

用
具

（
註

１
・
註

2
）

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
製

作
・
修

理
・
販

売
義

肢
千

円
千

円
千

円
装

具
千

円
千

円
千

円
座

位
保

持
装

置
千

円
千

円
千

円

２
．

営
業

外
収

益

２
．

営
業

外
収

益
千

円
千

円
千

円

註
１

　
義

肢
・
装

具
は

補
装

具
費

支
給

制
度

に
よ

る
も

の
に

限
ら

ず
医

療
費

等
他

制
度

に
よ

る
も

の
な

ど
同

等
品

を
含

め
て

く
だ

さ
い

。
座

位
保

持
装

置
に

つ
い

て
は

、
車

椅
子

等
と

の
区

別
上

、
補

装
具

費
取

り
扱

い
上

ど
の

種
目

と
し

て
扱

わ
れ

た
か

に
基

づ
き

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
註

２
　

「
１

－
１

」
で

、
完

成
用

部
品

の
製

造
・
輸

入
販

売
に

か
か

る
営

業
収

益
に

つ
い

て
は

、
「
義

肢
」
、

「
装

具
」
、

「
座

位
保

持
装

置
」
の

項
で

は
な

く
「
そ

の
他

」
に

算
入

し
て

く
だ

さ
い

（
完

成
用

部
品

自
体

は
福

祉
用

具
で

は
な

く
、

そ
の

構
成

部
品

で
あ

る
た

め
）
。

[営
業

外
収

益
」
：
　

受
取

利
息

、
受

取
配

当
金

、
補

助
金

な
ど

、
本

業
以

外
の

経
営

活
動

に
よ

る
収

入
を

ご
記

入
下

さ
い

。
た

だ
し

、
特

別
利

益
（
通

常
の

経
営

活
動

と
は

直
接

関
わ

り
の

な
い

、
特

別
な

要
因

で
発

生
し

た
臨

時
的

・
偶

発
的

な
利

益
。

固
定

資
産

売
却

益
、

投
資

有
価

証
券

売
却

益
、

関
係

会
社

株
式

売
却

益
な

ど
）
は

除
き

ま
す

。
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＜
費

用
＞

過
去

3
年

（
3
会

計
年

度
）
に

か
か

る
費

用
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
も

し
可

能
で

し
た

ら
内

訳
に

つ
い

て
も

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
該

当
す

る
費

用
が

生
じ

な
か

っ
た

項
目

に
つ

い
て

は
、

空
欄

に
せ

ず
「
0
」
千

円
と

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

平
成

3
0
年

1
0
月

1
日

を
含

む
会

計
期

間
平

成
2
9
年

1
0
月

1
日

を
含

む
会

計
期

間
平

成
2
8
年

1
0
月

1
日

を
含

む
会

計
期

間
＜

費
用

＞
１

．
営

業
費

用
[営

業
費

用
」
：
　

事
業

に
お

け
る

人
件

費
、

材
料

費
、

光
熱

費
、

車
両

費
、

旅
費

、
交

通
費

、
通

信
費

、
事

務
費

、
法

定
福

利
費

、
減

価
償

却
費

な
ど

全
費

用
の

合
計

額
を

お
書

き
下

さ
い

。
１

．
営

業
費

用
（
合

計
）

千
円

千
円

千
円

（
内

訳
が

わ
か

る
場

合
は

内
訳

の
う

ち
下

記
に

つ
い

て
お

書
き

く
だ

さ
い

。
　

※
そ

の
他

の
費

用
も

あ
り

ま
す

の
で

、
1
－

1
～

1
－

3
の

合
計

は
上

の
「
１

．
営

業
費

用
（
合

計
）
」
と

一
致

し
ま

せ
ん

。
）

１
－

１
．

人
件

費
（
法

定
福

利
費

事
業

主
負

担
分

込
み

）
千

円
千

円
千

円

１
－

２
．

完
成

用
部

品
購

入
費

千
円

千
円

千
円

　
　

※
補

装
具

の
自

社
内

で
の

製
作

・
修

理
に

用
い

る
目

的
で

購
入

し
た

も
の

の
み

を
対

象
と

し
ま

す
（
例

え
ば

、
他

社
へ

の
卸

の
た

め
の

購
入

分
は

含
め

な
い

で
く
だ

さ
い

）

１
－

３
．

補
装

具
対

象
福

祉
用

具
製

作
に

か
か

る
外

注
費

千
円

千
円

千
円

２
．

営
業

外
費

用

２
．

営
業

外
費

用
合

計
千

円
千

円
千

円

●
III

-
2
 事

業
所

の
総

床
面

積
に

つ
い

て
貴

事
業

所
の

総
床

面
積

を
お

書
き

く
だ

さ
い

。
平

方
メ

ー
ト

ル

[営
業

外
費

用
」
：
　

借
入

金
（
ロ

ー
ン

）
や

社
債

等
の

金
融

上
の

費
用

（
支

払
利

息
等

）
、

有
価

証
券

等
の

余
資

運
用

で
の

損
失

な
ど

本
業

以
外

の
経

営
活

動
で

生
じ

た
費

用
を

ご
記

入
下

さ
い

。
た

だ
し

、
特

別
損

失
（
通

常
の

経
営

活
動

と
は

直
接

関
わ

り
の

な
い

、
特

別
な

要
因

で
発

生
し

た
臨

時
的

な
損

失
。

固
定

資
産

売
却

損
、

災
害

損
失

、
火

災
損

失
な

ど
）
を

除
き

ま
す

。
法

人
税

の
支

払
い

も
含

み
ま

せ
ん

。
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●IV その他

補装具の価格制度について、ご意見等ございましたらご記入下さい。

（本問は自由記入形式です。）

ご回答いただく設問はここまでです。ご協力どうもありがとうございました。
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